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様式第3号(第12条関係) 

審議会等の会議の記録 

会 議 の 名 称 
第５回伊勢崎市就学前教育・保育のあり方に関する基本方針 

検討委員会 

開 催 日 時  平成２８年１１月１８日（金） 午後２時～午後４時４分 

開 催 場 所  東館３階災害対策室 

出 席 者 氏 名 

  

（出席委員） 

 委 員 長  藤 本 宗 利 

委  員  柳 澤 慶 仁 

委  員  赤 堀 光 枝 

委  員  小 泉 由理江 

委  員  吉 野 紀美子 

委  員  六本木 文 子 

委  員  金 井 典 子 

委  員  黒 澤 あゆみ 

 

（欠席委員） 

副委員長  金 井 賢 一 

委  員  土 肥 左緒理 

 

（事務局） 

教育部長     荻 原 利 美 

教育部副部長   村 井 通 浩 

教育部総務課長  細 井   篤 

書記       斎 藤 一 美 

書記       板 垣 雅 紀 

 

（関係課職員） 

保育係長     内 田   勇 

学校教育課長   三 村 国 宏 

教育企画係長   小 野 義 孝 

 

傍 聴 人 数  ０名 

会 議 の 議 題 

 報告事項 

平成２９年度伊勢崎市立幼稚園入園希望者状況について 

協議内容 

（１）幼稚園と保育園等との連携、幼稚園・保育園等と学校と

の連携について【提言２】 
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（２）就学前教育及び保育に対する支援と市立幼稚園の役割に

ついて【提言３】 

会 議 資 料 の 内 容 

・平成２９年度伊勢崎市立幼稚園入園希望者状況 

・《提言２》幼稚園と保育園等との連携、幼稚園・保育園等と学

校との連携について（案） 

・《提言３》就学前教育及び保育に対する支援と市立幼稚園の役

割について（案） 

会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

 

 ――― 開会 ――― 

教育部総務課長から開会宣言があった。 

 

 ――― あいさつ ――― 

 委員長から挨拶があった。 

  

 ――― 平成２９年度伊勢崎市立幼稚園入園希望者状況につ

いて ――― 

 

≪委員長≫ 

 平成２９年度伊勢崎市立幼稚園入園希望者状況について報告

をお願いします。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 ９月に１つ目の提言としまして、市立幼稚園の３年保育の実

施と適正配置について提言をいただき、教育委員会で基本方針

として位置づけることになりました。 

 それに伴いまして、平成２９年度から第一幼稚園、名和幼稚

園、あかぼり幼稚園の３園で試行的に３年保育を実施すること

になりました。 

 それでは、３歳児の欄をご覧いただきたいと思います。定員

２０名で、１０月１２日から１８日の間で募集しました。その

結果、第一幼稚園は１９名、名和幼稚園は１６名、あかぼり幼

稚園は２０名ですが、実際に応募は２６名でした。あかぼり幼

稚園は欄外にあるとおり、１０月２９日の土曜日に抽選を行い

２０名が決定されました。内訳は記載のとおり、４人の方は兄

弟関係で残りの１６名を抽選しました。その結果２０名という

ことになります。合わせて３学級で５５人ということです。 

 ４歳児は１３７人で１１学級、５歳児は１７６人で１２学級

です。合計は３６８人で２６学級です。ことしの５月１日現在

の園児数は３９７人で、３学級ふえるのにかかわらず児童数は

減少しております。単純に２年保育だけで比較しますと、こと

しの３９７人に対して３１３人で、大幅な激減となります。 

 ただし、今現在も随時入園募集を行っておりますので、３月

末までには多少の増があるかと思います。 

 

≪委員長≫ 

 御質問等はありますか。 

 ないようですので、私から質問ですが、追加の募集はいつま
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でなのでしょうか。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 この先は、あきがある限り随時入園できます。 

 特に、殖蓮幼稚園の４歳児は８名で、昨年度は２４名でした

ので大分差があります。この時期については外国籍の方々のス

タートが遅く、間際に入園される方もおられるので、ふえてく

るかと思います。 

 

――― （１）幼稚園と保育園等との連携、幼稚園・保育園

等と学校との連携について【提言２】 ――― 

 

≪委員長≫ 

 続きまして、協議内容に入ります。提言１から３までの２番

と３番です。 

 まず、（１）幼稚園と保育園等との連携、幼稚園・保育園等

と学校との連携について説明をお願いいたします。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 初めに、前回の会議において、２番目の提言に対しての御意

見等について、もう一度報告しておきたいと思います。 

 幼稚園と保育園等との連携については、子供同志の交流とい

うことで第一幼稚園とあかいし保育園が近隣であるため、以前

は遊びや行事を見学する交流を図っていた経緯がありました。 

 幼稚園教諭と保育士の連携ということでは、公立保育所同士

の保育のレベルを合わせる研修や研究は可能であるが、小学校

や他の施設との交流は経験がないという意見がございました。 

 ２番目ですが、幼稚園・保育園等と小学校との連携につきま

しては、１つ目として幼稚園、保育園等と小学校との就学時に

関する情報の共有として２点意見がございます。１つは小学校

はバランスのよい学級編制を目指すため、新入生に関して障害

の有無等に限らず、少しでも子供に関する情報を求めている。

小学校は新入生に関する様々な情報を求めている旨の発言があ

りましたけれども、私立保育園でも就学時に関する情報を学校

へ提供している。しかしながら担当する教員によっては、子供

の情報は必要がないと断られるケースがあることから、校内で

の情報共有に関する共通の認識を図ってほしいということがご

ざいました。 

 ２つ目ですが、幼稚園教諭、保育士、小学校教諭との合同研

修については３点ございまして、小学校は教職員研修などを通

して、幼稚園との交流はあるが、今後は保育所、保育園等との

交流がふえることを期待するというものがございました。公立

保育所同士での保育のレベルを合わせる研修や研究は可能だ

が、小学校や他の施設との交流は経験がない。それから３番目

として市立幼稚園と小学校は交流の機会はあるが、今のところ

私立幼稚園には機会がないので、今後は連携の機会が拡充され

てスムーズな就学が可能となることを期待するということがご

ざいました。 
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 ３つ目として、幼稚園、保育園等と小学校との子供同士の交

流に関して３点ほどご意見がございました。あずま幼稚園の例

ですと、進学先となる３つの全ての小学校との交流はできな

かったが、１つの小学校を訪問し、休み時間に校庭で遊んだ

り、授業を初め、校内見学をさせていただいたことがある。境

ひので保育所では近隣する境東小学校の５年生との交流を行っ

たことがあり、小学生がつくったおもちゃを持参し一緒に遊ん

だり、サッカーなどの運動をした。３点目として私立保育園で

は進学先の小学校がかなりの数となり、それぞれとの連携や交

流は不可能である。ただし、保育園の中には放課後児童クラブ

を併設している園もあるので、そういったところでは小学校と

の交流機会には恵まれているという意見がございました。 

 そのようなことで見出しを変えさせていただきましたけれど

も、「小学校への円滑な接続」とあったものを、新制度では

「連携」ということですので、今回の資料からは、２つ目の提

言として、幼稚園・保育園等と学校との連携に変更させていた

だきました。 

 以上が前回の会議の主な意見でございます。それを受けまし

て、本日新たに案を配らせていただきました提言２をごらんい

ただきたいと思います。大きく変更した点はないのですが、多

少、見出しの表現などを変えましたので、もう一度見直してい

ただきたいと思います。 

 提言２の１番目ですが、幼稚園と保育園等との連携というこ

とで、「幼稚園と保育園では、異なった目的や機能を持つ施設

であり、近年の社会的な背景として、少子化や核家族化の進

行、女性の社会進出や共働き世帯の一般化により保護者の保育

ニーズは多様化している。 

そのため、幼児期における生活、発達や学びの連続性を踏ま

え、就学前の子どもたちの育ちを、幼稚園と保育園等とで区別

することなく保障していく必要がある。」ということで、ほと

んど変えていません。それから見出しのところの（１）と

（２）ですが、対象を子供同士と教員・保育士にさせていただ

きまして、（１）は子供同士ということで、「幼稚園及び保育

園等の在園児の交流による適正な発達と学びの促進」というこ

とで、ア、イ、ウという形で記載させていただきました。アと

して「入学を見据えた同一通学区域内の幼稚園及び保育園等在

園児の交流」、イとして「普段の遊びや行事見学等を通した自

主性や社会性の育成」、ウとして「互いの違いを認め合うこと

による自己肯定感の高揚」です。 

（２）が教諭と保育士の関係ですが、「幼稚園教諭と保育士

との連携による教育と保育の一体化の推進」ということで、ア

として「就学前の子どもに必要とされる教育及び保育内容の整

合性の確保」、イとして「幼稚園教諭及び保育士の合同研修を

通した資質と指導力の向上」、ウとして「幼稚園教諭及び保育

士による合同研修の成果に基づく、教育及び保育内容の共有と

実践」です。 

大きな２番としまして、「幼稚園・保育園等と小学校との連
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携」ということで、「子どもたちは小学校へ入学するに当た

り、大きな期待とともに多少の不安を抱えている。当然、入学

当初は学習や学校生活に対して戸惑い、就学前の経験や学びだ

けでは十分対応することが困難な場面に直面することもある。 

そのため、子どもたちはさまざまな経験を通して新しい環境へ

の適応力を養い、困難な状況を乗り越え着実に成長していくこ

とが大切である。一方、子どもたちの成長を温かく見守る幼稚

園教諭や保育士、小学校教諭は、子どもたち一人一人に寄り添

い、それぞれの特性に応じた指導ができるよう資質と専門性の

向上に努める必要がある。」。裏面ですが、子供同士と教員・

保育士の関係で分けさせていただきまして。（１）として、

「在園児と小学生との交流による入学への期待感の醸成と不安

感の払拭」ということで、アとして「小学生とのレクリエー

ションや運動等を通した交流の実施」、イとして「小学校での

学習体験や生活体験の実施」、ウとして「小学校の施設見学や

授業参観の実施」ということです。（２）としまして「幼稚園

教諭・保育士と小学校教諭との連携による小１プロブレムの解

消」として３つありまして、アとして「教育及び保育内容や指

導方法などを共通理解するための研修の実施」、イとして「幼

稚園や保育園等からの就学児に関する情報に基づく適正な学級

編成」、ウとして、「小学校における個別指導を充実するため

の情報交換と研修の実施」という形にさせていただきました。 

 

≪委員長≫ 

 御意見があれば、発言をお願いいたします。 

 

≪委員≫ 

 １番の幼稚園と保育園等との連携ということで、連携を推進

するに当たり、どのようなことが大切かが前文に掲げられてい

ると思います。ですので、４行目の「そのため、」というとこ

ろですが、幼稚園、保育園はどちらも就学前の子供たちの育ち

を保障していかなくてはならないということを記載して、そこ

で幼稚園も保育園も同じように就学前の子供たちを成長させて

いくことが大切であるので、そのために幼稚園と保育園が連携

して、子供たちを育てていく必要があるという表現がよろしい

と思いますので、検討をいただければと思います。 

 それと、１番の（１）のイで「普段の遊び」という表現があ

るのですが、幼稚園と保育園等の教育や保育のことを重立って

という思いがあると思いますので、「教育や保育」というよう

な表現がいいと思います。 

 それと、１番の（２）のイとウですが、「幼稚園教諭及び保

育士」とあるのですが、教諭も保育士も一緒にということなの

で、「幼稚園教諭と保育士」のほうが適切だと思います。 

 

≪委員長≫ 

 単純に並列表記するということですね。「普段の遊び」とい

う表記は行事見学との比較だと思うのです。どうしても現在の
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交流は行事交流に偏りがちなので、日常的なところでというこ

とで使いたいのだと思うのですが、委員の御意見の「教育や保

育」という文言を使うにしても、「日常的の」とか「日常的

な」という言葉を入れていきたいところなのだと思うのです。

行事等だけではないという意味合いです。日常的なところを通

して交流を図っていきたいということだと思います。 

 

≪委員≫ 

 そうしたら、「日常的な教育や保育及び行事見学等を通し

た」というようなほうが。 

 

≪委員長≫ 

 むしろ、「行事見学や」を先にしたほうが文章としてまとま

りがいいのかもしれません。ただ、幼稚園や保育園の先生方と

しては、教育、保育を先に記載したいということでしたら、教

育、保育を先にして、行事を後にということも可能と思われま

す。 

 

≪委員≫ 

 もう少し簡単に「普段の生活や遊び」というのはどうでしょ

うか。 

 

≪委員長≫ 

 恐らく委員は教育ということを認識してもらいたいというこ

とだと思いますので、遊びと表現すると、わからない人は遊び

の中の教育は認めないですから。 

 

≪委員≫ 

 一般的に幼稚園の生活の中では遊びを通してということが

様々な本では言われているのですが、一般市民の方に対して

は、幼稚園教育を理解していただく上では適切かと思われま

す。 

 

≪委員長≫ 

 「日常的な教育・保育や行事見学等」とすれば、委員の望み

どおりと思いますが。 

 

≪委員≫ 

 委員の御意見はよくわかるのですが、（１）は子供たちの交

流なので、子供たちがいかに交流するかというと、遊びとか行

事というような気がするのです。これが教諭や保育士というこ

とであれば、「教育・保育」でいいかと思いますが、子供同士

の交流なので、そこに「教育・保育」という言葉が見合うかど

うかということです。私の意見ではありますが。どうやって交

流するのかというと、たしかに教育・保育を受けるということ

もあるのですが、もし、遊びという表現が気になるのであれ

ば、「日常的な」とかでもよろしいかと思うのですが。 

 互いに交流する場面をつくってほしいということですよね。 
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≪委員長≫ 

 子供の立場でということですよね。そう言われればそうです

ね。 

 

≪委員≫ 

 一緒に遊ぶとかゲームをするとか、幼稚園・保育園の教育は

ゲームをしながらルールを学ぶということなので、子供の目線

からはこれでいいと思うのですが。 

 

≪委員≫ 

 確かに、もっともですね。 

 

≪委員長≫ 

 私は「普段の」という表現が気になるので、「日常的な」と

いう表現ならいいと思うのです。また、「自主性や社会性」の

育成なのでしょうか。共同は要らないのでしょうか。共同は社

会性の一部なのでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 大きく捉えればそうだと思います。 

 

≪委員長≫ 

 互いの違いを認め合うことで、他者への敬意と自己肯定感の

両方が高揚すると思うのですが、いかがでしょうか。 

 あるいは、「認め合うことによる他者及び自己への肯定感」

とか。違うということは自分も大事だけれども、相手も大切で

あることを学ぶということです。他者への肯定感は大切だと思

うのですが、いかがでしょうか。 

 「他者や自己に対する肯定感」くらいですかね。「対する」

という表現の方がはっきりするでしょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

≪委員長≫ 

 （２）はイとウのところは並列にしていただければと思いま

す。 

 

≪委員≫ 

 「幼稚園教諭と保育士」とあるのですが、文言にこだわると

すれば、認定こども園がふえている中で、こども園では保育教

諭と呼ぶのです。余り固有名詞を記載すると認定こども園はど

うなのかということになりかねない気がします。大きな意味で

保育関係者とか一般的な呼称を使う方法もあるかと思います。 

 

≪委員長≫ 

 普通はどのような表現をするのでしょうか。 
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≪委員≫ 

 最近は３つ並べますね。 

 

≪委員長≫ 

 幼稚園教諭・保育士・保育教諭という形ですか。 

 

≪委員≫ 

 ですので、最初のところも「幼稚園・保育園・認定こども

園」という記載が多いです。 

 

≪委員長≫ 

 この場合の順序というのは「幼稚園・保育園・認定こども

園」の順番でいいのでしょうか。認知度の問題でしょうから。 

 

≪委員≫ 

 伊勢崎市の事業計画では３つ並んでいます。「保育教諭・幼

稚園教諭・保育士」の順番です。 

 

≪委員長≫ 

 保育教諭が最初ですか。そうすると認定こども園が最初です

か。 

 何かしっくり来ないですね。 

 

≪委員≫ 

 伊勢崎市の子育て支援計画の５０ページですが、良質な教

育・保育の提供のところで、教育・保育の充実がありまして、

「乳幼児期の保育及び幼児期の教育・保育が子どもの健やかな

成長と心身の発達において重要なものであることを踏まえ、子

どもと保護者に対し、安定した教育・保育施設（幼稚園・保育

所・認定こども園等）の提供や」となっています。 

 法律用語だと保育所となるので、そのままの文言だと思いま

す。最初の頃に、一般の人には保育所より保育園のほうが馴染

み深いので、保育園にしようということなので、ここは保育園

でいいかと思います。 

ここでは保育教諭という言葉は出てきておりません。「幼稚

園教諭や保育士等への研修の充実などによる資質の向上や」と

いう記載です。 

 

≪委員長≫ 

 余り統一されていないようですね。でも新たに提言するので

すから、認定こども園を入れたほうがいいですね。一般的な形

でお考えいただくということで、「幼稚園・保育園・認定こど

も園」で、もし、他の箇所で「保育教諭・幼稚園教諭・保育

士」というような順序でということなら、曖昧性があります

が、それはその順序でということですね。今後のことを考えれ

ば、当然、認定こども園も入れたほうがいいですね。 

 

≪教育部総務課長≫ 
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 施設の場合は認定こども園が最後で、施設以外では保育教諭

を最初にする表記でよろしいですか。 

 

≪委員≫ 

 国のハンドブックでも、「幼稚園・保育所・認定こども園

等」ですね。 

 

≪委員長≫ 

 保育教諭という位置取りは、文言としてどこにもないのです

ね。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 それとも、施設と同じ並びにしますか。 

 

≪委員≫ 

 そのほうがわかりやすいですね。 

 

≪委員長≫ 

 伊勢崎市の文言の使い方も調べていただいて、認定こども園

は入れるということで、保育教諭も入れて並べるということで

よろしいでしょうか。中黒で３つ並べればいいですね。 

 

≪委員≫ 

 小規模保育も可能性があるので、「認定こども園等」にして

おいたほうがいいと思います。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 （２）の表題についても、３つ並べることでよろしいでしょ

うか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

≪委員長≫ 

 幼稚園教諭と保育士と保育教諭以外はないですよね。 

 

≪委員≫ 

 細かく言うと子育て支援員もいます。一定の研修を受ければ

資格を得られるもので、免許はないので、入れるかどうかは議

論なのですが。主に小規模保育でしょうか。Ｂ型、Ｃ型という

もので、Ｂ型は３分の１までは支援員の方でいいというもの

で、Ｃ型は半分です。子育て会議においては、市の方針として

Ａ型しか認めない方向ですので、支援員が今後出てくるのか。

Ｂ、Ｃ型以外では支援員はいないので、入れるかどうかは議論

する必要があります。 

 

≪委員長≫ 

 （２）の提言は有資格者に縛られているような気がするので

すが、研修などに参加いただく立場とすると、限定してしまい
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ますかね。判断に困りますね。 

 

≪保育係長≫ 

 子育て支援員に関しては制度的にはありますが、研修を受け

てなられるとか、一時預かりや学童保育などであって、レベル

的には保育園、幼稚園が最高位であって、比較的に安易にでき

るものに対して、幼稚園、保育園の免許でなく、講習を受けた

方でもいいという性質のものです。県内では今年度から研修を

始めた形で、実質的には機能していないのが現実であります。

研修などは委員長がおっしゃられたように、幼稚園教諭・保育

士・保育園教諭のレベルの方が研修されるのが一般的かと思い

ます。なかなか支援員を入れてというと、資格を持って何年も

勉強されてきた方と一定の講習を受けた方とはレベルややって

きたことが違うので、同じ土俵に入れていいのかとは思いま

す。制度としては県内ではそこまで至っていないということで

す。 

 

≪委員≫ 

 入れなくてもいいかと思います。 

 

≪委員長≫ 

 施設は「認定こども園等」で、下の教諭や保育士のところは

つけないという形で、３並びでいくということでよろしいで

しょうか。 

 確認させていただきます。 

 （１）のアは意見がなかったのでこのままで。イは「普段

の」を「日常的な」に、ウは「互いの違いを認め合うことによ

る他者や自己に対する肯定感の高揚」。（２）のアはこのまま

で、イとウの「幼稚園教諭及び保育士」を「幼稚園教諭・保育

士・保育教諭」にさせていただきます。 

 また、タイトルのところは「幼稚園・保育園・認定こども園

等との連携、幼稚園・保育園・認定こども園等と小学校との連

携について」に変更させていただきます。 

 ほかに何か御意見はありますか。 

 

≪委員≫ 

 （２）のところですが、文言というより、可能であれば小学

校からも見学に来ていただける旨の記載をお願いしたいと思い

ます。 

 実は幼稚園教諭も見に行く機会もないのです。うちの園は年

長の教諭に小学校の学校見学に行かせていただき、授業の様子

を見させていただいているのですが、特に案内はないので保護

者から聞いて、電話で頼んで行かせていただいているので、お

互いに見学する機会があればいいと思います。 

 

≪委員長≫ 

 小学校の低学年を担当する先生方が幼稚園のことを知らない

のです。同じ附属同士なのに知らないのです。幼稚園は一日中
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遊んでいると思っているのです。ですので、見学に来てくださ

いと言うのですが、なかなか。 

 

≪委員≫ 

 養成方も変わってきていて、昔は初等教育科というもので

は、小学校免許と幼稚園教諭免許が両方取れるので、学校では

学んだり、実習していたのですが、今は新制度が始まるのに当

たり、小学校免許と幼稚園教諭免許を両方取るという学生はほ

とんどいなくて、幼稚園と保育園に変わってきているので、幼

稚園・保育園の先生も小学校のことは知らないし、小学校の先

生も当然、幼稚園・保育園の教育は学んでいない方がほとんど

なので、やはりまず見ていただいて、その上で共通理解するた

めの研修がないと議論がかみ合わなかったりすると思うので、

まずは見ていただくことが大事かと思います。 

 

≪委員長≫ 

 研修を計画するときに、施設見学を組み込んでもらうような

形で、例えば初任研に入れるというのはどうでしょうか。幼稚

園・保育園の施設見学と特別支援学校の見学を初任研、５年目

研、１０年目研に入れていくという形でやっていくといいかと

思いますが。 

 

≪学校教育課長≫ 

 初任研ということですが、法定研修は県教委が行い、前橋

市、高崎市は独立して行っております。その中で異校種体験と

いうものがあり、幼稚園だけでなく特別支援学校なども含めて

行っております。ただ、幼稚園に特化していないので必ず行く

わけではないのですが、そのような制度があります。なお、伊

勢崎市では１５日の火曜日に宮郷幼稚園で１日研修を実施し、

各小学校の教諭、中学校の教諭も参加する機会を毎年位置づけ

て実施しています。 

 

≪委員長≫ 

非常に発想が進んでいると思います。御存じでない方が圧倒

的に多いのです。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 文章は任せていただいて、改めて再提示いたしますので。 

 

≪委員≫ 

 もう１つですが、公立の幼稚園と小学校は割りと連携があ

り、合同研修があったりするのですが、私立の施設もいろいろ

ありますので、ぜひ見ていただいて、認識していただき、私立

の幼稚園と保育園がありますが、そのような機会を与えていた

だけると、子供たちもスムーズに小学校に就学できるかと思い

ます。 

 

≪委員長≫ 
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 地域的な近さということで考えてよろしいでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 全部でなくていいと思いますが、どこかの小学校に行くこと

で、子供たちが理解できると就学の期待感も高まるし、また、

就学してからも困らないように体験というものは必要だと思い

ます。一日体験入学はありますが、それだけでなく、交流も含

めることが必要だと思いますので、ドアは開かれておりますの

でいつでも。 

 

≪学校教育課長≫ 

 ありがとうございます。私たち学校教育課でも、公立幼稚園

だけでなく、私立幼稚園、保育園ともっと交流を持ちたいと思

います。今年８月にも幼保小の連携研修を実施しました。 

 自分自身も１０年ほど前に幼稚園担当の指導主事をしていた

のですが、保育所や保育園の研修会にも参加させていただき、

保育指針について、幼稚園要録との違いや、今度、要録を組む

上でも統一をするために参考意見をいただいてくださいとかと

言われ、私立保育園の研修会でお話をさせていただいたことも

あります。 

教育委員会の職員も一緒に考えていきますし、小学校にも、

そういった保育園を含めた連携をするように、校長に対して指

導していきます。 

 

≪委員長≫ 

 先ほどの御意見で、小学校の施設見学に、幼稚園、保育所、

認定こども園と小学校双方というように、両方向を入れておけ

ばいいですよね。このままの文言でも両方向であるということ

を記載すればいいですよね。やはりここも３つ並べて記載する

ほうがいいですよね。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 ２番の（１）のウのところに入れることでよろしいでしょう

か。 

 

≪委員長≫ 

 イも必要ではないでしょうか。園長をしていたときの雰囲気

で、いつも小学校のことを理解して幼稚園が歩み寄るというス

タンスでした。それは少し違うと思い、小学校の国語研修に呼

ばれると、幼稚園に研修に来ていただきたい旨を申し上げてい

ました。幼稚園の壁面構成などは非常に勉強になります。余り

実現しなかったのですが、幼稚園や保育園の先生は、そのよう

に思っていらっしゃると思うのですが。 

 

 〔「わかり合えたほうがいいです」と呼ぶ者あり〕 

 

≪教育部総務課長≫ 

 そうすれば、（１）のア、イ、ウのところの小学生を削除し
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て、双方向のという表現でいかがでしょうか。 

 

 〔「それがいい」と呼ぶ者あり〕 

 

≪委員長≫ 

 タイトルで在園児と小学生と言っていますからね。 

 圧倒的にそのような発想の方が多いのですが、学校教育課長

の発言はすごく貴重な御意見だと思います。伊勢崎市は先進的

に進めてくださるのかと思います。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 「双方向によるレクリエーションや」とつなげることでよろ

しいですか。 

 

≪委員長≫ 

 あるいは、「相互的な」というのでもいいですかね。 

 ほかは大丈夫ですか。 

 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

―――（２）就学前教育及び保育に対する支援と市立幼稚園の 

役割について【提言３】――― 

 

≪委員長≫ 

それでは、（２）の提言３の就学前教育及び保育に対する支

援と市立幼稚園の役割についてへ進みたいと思います。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 こちらも同様に、前回の会議での意見を報告させていただき

ます。 

 初めに、就学前教育及び保育に対する支援というところです

が、１つ目として、幼稚園、保育園等の窓口の一本化という御

意見がございまして、市役所の窓口は行政組織の縦割りでな

く、市民サービスに視点を置き、幼稚園と保育園とで窓口を分

けるのではなく、子育てに関する窓口を一本化することが必要

である。また、その窓口を利用する人はベビーカーなどを利用

する方が想定できるので担当課は１階に配置するべきである。 

 ２つ目としては、広報、情報発信の改善の意見がございまし

た。本市ホームページは情報の掲載や検索方法が市民にわかり

づらく、欲しい情報にたどり着くことが困難であるため、子育

て支援事業の内容を初め、子育てコンシェルジュや子育て支援

員が配置されていることすら十分に周知されていない。 

 ３つ目として、相談体制の整備や充実ということで、３つ意

見がありまして、特に未就園児の保護者の心に寄り添う相談体

制を整えることが重要である。中でも発達に課題を抱える子供

を持つ保護者は子育てに不安を抱え、かつ、孤独な立場にある

ので、悩みを聞いて適切な就園を促せるよう指導する必要があ

る。 
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 それから、自治体によっては子育てコンシェルジュによる出

前講座を実施している例もある。その際には講演等による情報

提供に合わせて相談も実施している。 

 私立幼稚園でも専門職員に依頼して子育て相談をしている

が、多くの保護者が利用している。初めてのお子さんを持った

母親はベテランの母親とは経験値が違うので、相談することで

悩みがなくなり、虐待防止にもつながるようになると考える。 

 ４つ目として、障害や発達に課題を持つお子さんへの対応と

いうことで、２つ意見がありまして、発達に課題のあるお子さ

んについては、市内の４つの小学校にはこども発達相談室があ

り、就学前のお子さんも相談が可能であることを周知して欲し

い。また、保育園に通う発達に課題のあるお子さんを、こども

発達相談室に通級させるに当たり、保護者にとって時間的な制

限があるため、預かり保育という形で受け入れていただけると

助かるという意見がございました。 

 これらを受けまして、提言３を見直しましたので、説明させ

ていただきます。 

まず、１番の「就学前教育及び保育に対する支援」というと

ころで、若干、追加や削除をしましたので読み上げたいと思い

ます。「保護者アンケートの結果、入園や子育て支援等に関す

る積極的な情報発信を強く望む声が多くありました。また、在

園児の中には発達に課題を持つ子どもや外国籍の子どもが年々

増加傾向にあり、幼稚園や保育園等では、教育や保育面での指

導をはじめ園生活を通して適切に対応することが困難である。 

そのため、ホームページの改修等により広報手段の改善に努め

る必要がある。また、発達に課題を持つ子どもや外国籍の子ど

もが、早期に園生活に慣れ、幼児期の望ましい成長や発達を促

せるよう、人的・物的な教育環境の整備に努める必要があ

る。」。 

 （１）として、「就学前教育・保育に関する行政組織及び機

能の整備、充実」で、新たに追加したものでございます。アと

して「幼稚園及び保育園等の入園手続き及び相談等に関する窓

口の一元化」。イとして、「子育てコンシェルジュの活用をは

じめ、在園児及び未就園児の保護者向け相談体制の充実」。ウ

として、「わかりやすいホームページ作りを通した、入園案内

をはじめ発達相談や医療、子育て支援全般に関するタイムリー

な情報発信」。 

 （２）として、「特別な支援を必要とする子どもへの適正な

就園支援」ということで、２つに分けました。「発達に課題を

持つ子ども」ということで、３つありまして、アとして、「特

別支援教育を専門とする教諭等による定期的な巡回指導の実

施」。イとして、「発達の課題解決のための保護者及び教諭・

保育士向け相談体制の充実」。ウとして、「こども発達相談室

への入級、通級など柔軟かつ効果的な対応の推進」。 

「外国籍の子ども」に移らせていただきまして、アとして、

「子どもたちの母語が話せる支援員を定期的に施設に派遣する

ことによる在園児支援」。イとして、「保護者向けの懇談会や
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説明会において母語が話せる支援員を通訳として派遣すること

による保護者支援」。 

（３）として、「特別な支援を必要とする子どもの受け入れ

に対する財政的な支援」ということで、アとして、「私立幼稚

園及び保育園等における介助員や子どもたちの母語が話せる指

導助手などの人材配置に対する助成制度の検討」。イとして、

「私立幼稚園及び保育園等における障害を持つ子どもの受け入

れに伴う施設改修費に対する助成制度の検討」。 

（４）として、「子どもの障害や発達の課題の改善に向けた

保健・福祉施策との連携」ということで、アとして、「３歳

児・５歳児健康診査による障害や発達の課題の早期発見及び改

善」。イとして、「医師や保健師等の施設巡回による障害や発

達に課題の疑われる在園児の観察及び指導の実施」。ウとし

て、「障害等を持つ子どもの保護者向け家庭内療育に関する相

談事業の実施」。 

 次に、２番の「市立幼稚園の役割」ということです。ここは

ほとんど文章を変えていませんが、読み上げたいと思います。 

「核家族化の進行や女性の社会進出等により、保護者の保育園

や認定こども園への就園ニーズが高まっていることを受け、幼

稚園は預かり保育の充実を図るなど的確な対応が求められてい

る。特に市立幼稚園は、多くの公費が投入されているため、保

護者のニーズに応え、満足度を向上させる責務がある。 

そのため、市立幼稚園は、在家庭の子どもなど潜在的な就園

ニーズに対応するとともに、民間事業者では実践の難しい教育

及び保育施策を補完的に取り組むことが求められている。ま

た、新たな教育課題等を調査研究し、解決に向け先進的に取り

組む必要がある。」。ということで４点挙げさせていただきま

した。 

「（１）未就園児とその保護者のための就園促進と子育て支

援」ということで、アとして、「「未就園児ふれあい広場」の

拡充による子ども同士のふれあいの場や保護者同士の情報交換

の場の充実」。イとして、「保護者向け子育て・就園相談窓口

の常設」。 

「（２）障害や発達に課題を持つ子どものための就園支援」

ということで、アとして、「障害や発達の課題に応じた通級教

室の設置」。イとして、「未就園児向け幼児デイサービスの実

施」。ウとして、「保護者向け発達相談窓口の常設」。 

「（３）外国籍の子どもたちのための就園支援」ということ

で、アとして、「子どもたちの母語が話せる支援員の配置」。

イとして、「母語の話せる支援員による家庭への連絡通知の翻

訳、保護者会等における通訳などの保護者向け支援」。 

「（４）就学前教育・保育に関する課題の研究、実践」とい

うことで、アとして、「幼稚園教諭と保育士の連携による共同

研究グループの設置」。イとして、「研究成果の実践による検

証と他園への還元」ということでまとめさせていただきまし

た。 
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≪委員長≫ 

 いかがでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 ２番の「市立幼稚園の役割」というところで、３行目のとこ

ろに「特に市立幼稚園は、多くの公費が投入されているため、

保護者のニーズに応え、満足度を向上させる責務がある。」と

あり、もちろん園の経営ではとても重要なことだと思います

が、市民満足度を向上させることが責務であるという見方をさ

れてしまうと思いました。市立幼稚園の責務は豊かな心を持っ

た人間を育てる基盤づくり、そして子供を育てる保護者への支

援ということが重要と思いますので、この表現を検討していた

だけたらと思います。 

 それに伴ってですが、１番の「（３）特別な支援を必要とす

る子どもの受け入れに対する財政的な支援」ですが、ア、イで

私立幼稚園及び保育園等と記載しているのですが、自園でも特

別な支援を要する子供がいて、年度の途中でわかったときや途

中入園の子供に対する対応は、公立幼稚園だから人的に恵まれ

ていると思われているかもしれませんが、まだまだ十分ではな

いので、保育に携わる人たちという括りで公立幼稚園も入れて

いただけたらと思います。 

 

≪委員長≫ 

まず、１番の（３）が私立に特定しているということです

ね。 

それから、２番の「保護者のニーズに応え」というところは

ちょっと気になりました。「保護者のニーズ」という表現は、

延長保育、預かり保育等の問題になって、公立幼稚園が目指し

ているところはそこではないです。私立が実施している保育と

は別の観点で、公立幼稚園だから利益などを度外視してできる

部分を担当しているというスタンスを持ちたいということです

ね。それは必ずしも保護者のニーズとは対応していないです。

保護者のニーズに応えたいのは承知していますが、保護者の

ニーズとは合わないことが多いと思うのです。保護者がもっと

保育にかかわるということが公立のスタンスですので、ちょっ

と実態と合わないと思います。この２行は要らないかと思いま

すが。 

 

≪委員≫ 

 前回等の会議で、公費を投入ということでいろいろな議論が

されました。手厚い支援ということで、市立幼稚園が３年保育

をするに当たり、人員が配属になると。今ある人員の中でやり

繰りができないものかという発言があったので、今の私の発言

は少しずれを感じるという思いをお持ちかもしれませんが、こ

このところは削除をお願いしたいと思います。 

 

≪教育部長≫ 

 その次の「そのため」以下の３行ですが、そちらは削除の必
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要はありませんか。 

 

≪委員≫ 

言葉が適切でないかもしれませんが、実施したくても費用面

等で私立では行えないことをするので、大丈夫と思います。 

 

≪委員長≫ 

 「民間事業者では実践の難しい教育及び保育施策を補完的に

取り組む」というところはいかがでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 具体的には何を指すのでしょうか。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 特別な支援を要する子供の受け入れという面で、例えば私立

では施設の改修ということで費用もかかりますので、そういっ

た意味合いでの補完ということになります。全部というわけで

はないですが、そういった例もあるかと思います。 

 

≪委員≫ 

 そこは大丈夫だと思います。 

 

≪委員長≫ 

 それは多分、率先してというか、公立が受け入れていくとこ

ろと思っているのですが、先ほど申し上げたように「保護者の

ニーズ」という言葉を普通に読むと、在園時間を長く、保育時

間を長くというように取られます。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 その前に文章があるのですが、保育園や認定こども園への就

園ニーズが高まっているのは、預かり時間が短い幼稚園ではな

くてということなので、長く預かってくれるように幼稚園は預

かり保育の充実を図るなどの対応が求められているのではない

かと書いてありまして、その中でも公立は税金が投入されてい

るので、もう少し応えたほうがいいのではないかという問題提

起になっております。 

 それを含めて保護者が施設を選ぶと思うのですが、受け皿と

しては預かり保育の充実を図ったほうがいいのではないかとい

うことです。 

 

≪委員長≫ 

 それは公立幼稚園のスタンスと逆行するのではないかと思う

のですが、いかがでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 公的な立場から就園前の教育を行う機関として、法律等に

則った上での幼稚園教育を行っていますから、特色ある園経営

として突発的なことを行うことはやや難しいと思います。その
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中でも保護者が私立の幼稚園や保育園がいいということで保護

者が選んで、対応するかと思いますので。 

 

≪委員長≫ 

 公立幼稚園にこれを求めるのは、公立幼稚園の意義がなくな

るかと思います。公立幼稚園はこれをしないということをスタ

ンスにしたほうが特殊性や差別化を図れるので、私立幼稚園や

保育園をお選びいただく、保護者にとっては見極めるところだ

と思います。 

 公立幼稚園のスタンスは保護者を巻き込んでの保育ですか

ら、今の御家庭の事情が許さないのであれば、公立幼稚園を選

んでいただくのは難しいと思います。預かり保育をしたり保育

時間を長くするとなったら公立のスタンスとは相容れないもの

になります。私は附属幼稚園しか知らないですが、そのような

スタンスで運営してきました。そうなると、公立幼稚園の存続

する意味がなくなると思います。差別化があっていいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 自分が選んだ幼稚園なので従うのは当たり前だとは思いま

す。子供と一緒に経験したいから公立の幼稚園を選んだので

す。 

 

≪委員長≫ 

 そういうことがあって、選べるように私立幼稚園、公立幼稚

園、私立保育園、公立保育所と差別化して残すという形で進め

てきた委員会だとは思います。 

 

≪委員≫ 

 預かりができたことで、保護者がほっとしている部分がある

のです。今までは迎えの時間までに何とかしなければならない

という考えから、お金が発生しても預かりはありがたいという

ところなのです。 

 

≪委員長≫ 

 そうすると、プラスアルファで公立もここの部分も考えたほ

うがいいということですか。 

 

≪委員≫ 

 実際に公立でも５時までは預かり保育はしているのです。 

 

≪委員長≫ 

 ５時までというスタンスは崩せないですよね。 

 

≪委員≫ 

 ５時が限界でしょうか。 

 

≪委員長≫ 
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 園の事情として５時までということなのですか。 

 

≪委員≫ 

 幼稚園の子供たちを中心に考えると、私も仕事をしている立

場なので、そこはちょっと理解していただけるとありがたいの

ですが、やはり幼児が保護者と一緒に過ごす中で培われるもの

というのが大切と考えております。 

 

≪委員長≫ 

 附属幼稚園にいたころに矛盾していると思いました。親が関

わるのが一番いいと言いながら、先生方は預けているわけで

す。頭が下がる思いでしたが、それが公立幼稚園のスタンスで

すからね。 

 

≪委員≫ 

 そうでしたら、先ほどの公立幼稚園の目標とするところと、

預かり保育の実施は大きな矛盾になりませんか。 

 

≪委員長≫ 

 ただし、５時までという制限がついての便宜ということです

よね。附属幼稚園はそれさえしませんが。 

 

≪委員≫ 

 それはあくまでも保護者のニーズがあったから実施したこと

ですよね。幼稚園教育でそこまでやりなさいと言っているわけ

ではないですから。ですから、公立幼稚園が預かり保育を５時

までやっている、毎日給食を出しているとか、そういうことも

やはり保護者の……。 

 

〔「給食は食育の一環ですから、絡んでくるかと思います」

と呼ぶ者あり〕 

 

≪委員≫ 

 それは、お弁当でもいいのでしょう。給食を出さなくてはな

らないのでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 それは自由です。園の考え方ですから。 

 

≪委員≫ 

それも、保護者の意向があったから始めたことではないで

しょうか。 

 

≪委員≫ 

 そういうことではなくて、各家庭でのお弁当は異なるので偏

りが生じます。一緒のものを食べることによって、小さいうち

から味を覚えて、初めは食べられないものでも食べられるよう

になり、味の幅を広げていく。同じものを食べて食の楽しさを



20 

 

伝えていく必要性から公立幼稚園は始めたと思います。 

 

≪委員長≫ 

 小学校への連携という意味合いもありまして、皆で同じもの

を食べる訓練の一環として、附属幼稚園も年長は給食を出して

いますが、それは明らかに小学校への連携ということで実施し

ています。あくまでもスタンスがあって、その目標に向けての

範囲でということでしょうね。５時までの預かり保育は、さら

に長くということはしないであろうと思います。 

 

≪委員≫ 

 そうでしたら、どうしても保護者の満足度を向上させる責務

ということからは逃れられないと思うので、この文言は入れて

いただきたいです。入れるべきです。 

 

≪委員長≫ 

 「ニーズに応え」は削除していただければと思いますが。 

 

≪委員≫ 

 全ての保護者のニーズに応えているわけではありません。 

 

≪委員長≫ 

 ただ、満足度のアップに応えるのはいいとは思いますが。 

 

≪委員≫ 

 我々事業者はいつも保護者のニーズと子供の教育で、ときに

相反するような中で板ばさみに合い、どうするべきかと悩みま

す。経営を考えれば絶対的にニーズを取るべきですが、それが

果たして子供のためによいことなのかどうかというのは、保護

者の求めるものが子供のためにいい場合と、よくない場合があ

るので、どちらを優先するかということです。残念ながら私立

の場合は経営しなくてはならないので、バランスを取らなけれ

ばならないのですが、公立の場合は最高の教育を目指す、教育

の理念に従って運営していくということが子供に資するという

ことであって、それを選ばれて、委員も発言しているのかなと

思うのです。保護者の迎合することが必ずしもよいことではな

いのかなと。当然、私立も公立も、保育園、幼稚園も関係ない

のですが、責務としてしまうと、委員長がおっしゃるとおり公

立幼稚園の存在意義がどこにあるのかとなってしまいます。そ

れこそ民間委託しても何ら支障がなくなってしまうのかと思う

ので、満足度を向上させるのはいいと思いますが、ニーズに応

える責務というのは公教育としては違うのかなと思います。 

 

≪委員長≫ 

 私が気になっているのはその部分です。やはり公立幼稚園の

意義というのは、経営を考えず、教育のあるべき姿を進めるこ

とだと思うので、それを失っては意味がないので公立はやめれ

ばという話になると思いまして、ニーズに応えるという部分は
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削除したほうがいいと思いました。 

 

≪委員≫ 

 ニーズに全て応えるべきということを申し上げているのでは

なく、目指してという部分で取捨選択はもちろんだと思います

ので、削除していただいてもいいかと思いますが、多くの公費

が投入されているのは確かですので、ニーズの部分は削除する

にしても、この文の件は前面削除ではなく、残して欲しいと思

います。 

 

≪委員≫ 

 私立でも公立でも保護者の思いは、子育て支援という面では

とても大切なことだと常に思っております。保護者がいつも気

持ちよく生活することは、子供にも伝わるという面では、管理

職として常に頭に置いています。ただ、多くの公費が投入され

ているので保護者のニーズに応えるということは、満足度を向

上させるための気持ちというのは十分ありますが、ちょっと首

をかしげるところがあるものですから、ここは削除をお願いし

たいと思います。 

 

≪委員長≫ 

 満足度はいいですよね。 

 

≪委員≫ 

 それはどこの園でも、気持ちよく生活できることが基本なの

でいいと思います。 

 

≪委員長≫ 

 保護者の満足度を向上させるという文面くらいがいいでしょ

う。責務はどこまで応えられるのかわかりませんが、お互いに

向上させることは言えるでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 責務は強い気がします。 

 

≪委員長≫ 

 必要性くらいですかね。 

 

≪委員≫ 

 その前の多くの公費がというところもちょっと気になりま

す。公立幼稚園は子供たち本来の必要としている教育を、経営

という面ではなく対応できるところという思いがありますか

ら。 

 公立幼稚園は子供たちの教育はもちろんですが、子育て支援

という面での役割も大きいです。 

 

≪委員長≫ 

 委員の意見は公費という事実に対してですので。そういって
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も、「多くの公費が投入され」は強い表現かと思いますので、

「公費によって賄われている」くらいの言い方ではいけなかっ

たのかと思いますが。この文言がこういった形で入っていると

いうことは、書き手側の意図もありますから、それを全く削除

してしまうのはどうかという意見もあったので、事実だからし

ようがないとは思いますが、もう少しニュアンスを弱めるくら

いの形で残していくことも可能かと思います。 

 例えば先ほど申し上げたように公費によって賄われているた

めという形で御了解いただければと思うのですが、いかがで

しょうか。多くの公費が投入されというと、すごく無駄なこと

をしているような感じを煽るような気がします。書き方なの

で、中立的な書き方で書くべきであると思います。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 そうしますと、「公費によって賄われているため、保護者の

満足度を向上させる必要性がある」。という形でよろしいで

しょうか。 

 

≪委員長≫ 

 そうすれば、下にもつながっていくような気がします。 

 先ほどの委員の御意見は、「幼稚園は預かり保育の充実を図

るなど的確な対応が求められている」という部分を受けて、

「特に市立幼稚園は……必要性がある。」というつながりで、

公立幼稚園が目指している子育て支援は預かっていることでは

なく、家庭に帰すことを強調する文章が欲しいと推察したので

すが。 

 今、保護者は保育園や幼稚園を預かってくれる施設と思って

いるのです。預けている時間は自由な時間と考えているのはす

ごく問題があると思います。一緒に育てるのが一番大事なこと

であって、そういうところがもっと強調されるべきかと思いま

す。しかしながら実質上不可能な方に、その部分を代理で預か

るということが幼児教育のスタンスだと思うのです。親の代わ

りに育てるのではないのです。アンケートを見て愕然としたの

は、幼稚園で挨拶や、箸の持ち方とかを学ばせて欲しいとあり

ましたが、それは本来家庭で学ばせることだと思うのですが、

そういった考え方の保護者が多くなりつつあるところを改革し

ていかないと、伊勢崎市に未来はないと思うのです。それを

やっていくのが幼児教育本来のあり方だと思います。親育てが

できるといいかと思います。そのようなメッセージを伝えてい

ただきたいと思います。 

 

≪学校教育課長≫ 

 意見ではないのですが、公立幼稚園の役割は公教育として教

育の機会の確保及び幼稚園教育要領に基づく幼稚園教育の充

実・研究と考えております。 

 

≪委員長≫ 

 大分時間が押してまいりましたが、本日決定しなければなら
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ないですよね。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 ある程度筋をつけてもらって、可能であれば１月にパブリッ

クコメントをしたいと考えております。その後も会議はあるの

で、本日決定するわけではありませんが、パブリックコメント

の案として着地点を見出したかったのです。親育ての部分まで

は踏み込んでいなかったのですが。 

 

≪委員≫ 

 親育ての部分は市立幼稚園の役割ではなくて、全体の役割だ

と思います。あえてここに記載する必要はないと思います。そ

れこそ幼稚園、保育園も関係なく、伊勢崎市の子供たちを健や

かに育てるという、市を挙げてのものだと思いますので、あえ

てここに掲載する必要はないと思います。 

 

≪委員≫ 

 この会議は２時からですよね。幼稚園は２時で終わるので

す。子供をどうしたらいいのだろうということです。実際に市

に問い合わせましたが、どうにかしてくださいという答えしか

返って来ませんでした。そこで幼稚園の預かりがなくなってし

まうと、小さな子供を会議に連れてきていいのか、どうしたら

いいのか。このような場合、市で未就園時の対応をしてくれる

ことはあるのでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 子ども･子育て会議のときにも同様の話があって、小さい子

や未就園自をお持ちの方もいらっしゃるので別室で預かってく

れたのです。保護者の代表で委員になられた方は、午後２時か

らではなくて、午前１０時から始めてほしいという意見はその

都度出ていたのですが、子供を連れてきても預かっていただい

たので、子ども･子育て会議ではそうだったので、そのような

措置はあったほうがいいと思います。 

 

≪委員≫ 

 ただ、今回問い合わせたら断られてので、頭を抱えました。 

 

≪委員≫ 

 やはり子育てにやさしい伊勢崎市にならないとよくないのか

なと思うのです。 

 

≪委員≫ 

 委員の成り手がいないというのは、そういうところで一歩引

いてしまうところなのかなと思います。子供のことを話してい

るのに、子供をどうしようとなってしまいます。問い合わせた

ら、できませんということでした。 

 

≪教育部総務課長≫ 
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 あと１回しかないので、済みません。 

 

≪委員長≫ 

 耳に痛く、心に痛い御指摘でした。私は権限がないので、何

とも申し上げることは難しいのですが、例えば時間を考えると

か。 

 園長先生方は１０時という時間は難しくないのですか。 

 

≪委員≫ 

 ただ、そこまでしますと、保育園の保護者は午前にやって

も、休みをもらっているので、全部はうまくはいかないと思う

のですけれども。 

 

≪委員≫ 

 そうすると、やはり預かり保育は必要です。 

 

≪委員長≫ 

 ほかにないようでしたら、確認させていただきます。 

 提言３の１の（１）のア「幼稚園及び保育園等」を先ほどと

同じく３つ並べていただくところと、２番の市立幼稚園の役割

というところの文言をやわらかい言い方に修正するという２箇

所の御意見をいただいたのですが、そのほかのところで何かご

ざいますか。 

 

≪委員≫ 

 １番の「（４）子どもの障害や発達の課題の改善に向けた保

健・福祉施策との連携」のアで、「３歳児・５歳児健康診査に

よる」ということで、３歳児と５歳児をつなげて書いてあるこ

とで、５歳児健診を既に実施しているような感じに見受けら

れ、このまま見過ごされてしまう気がするのです。前回までの

案では５歳児健診が独立していたのですが、３歳児健診で発見

できなかった発達に問題のある児童が５歳児健診をすることに

より、かなり早期発見することができるようになったという話

を耳にします。他の市町村でも５歳児健診を行うようになって

きていると聞いております。早急に伊勢崎市も５歳児健診を

行ってほしいと思っておりますので、５歳児健診の実現に向け

てアピールしていただきたいと思います。 

 

≪委員長≫ 

 今、５歳児健診は行っていないということですか。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 これからの話として進んでいると伺っているので、記載させ

ていただきました。 

 

≪教育部長≫ 

 新年度で試行的に実施していくというような話があります。

健康推進部と教育部で協力し、５歳児健診を試験的に実施して
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いくということです。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 要望を込めた文章として捉えていただければと思います。 

 

≪委員長≫ 

 ５歳児健診はあったほうがいいですよね。 

 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

≪委員長≫ 

 ３歳児健診では発達障害がわからないことが多いですね。こ

の表現はこのままでよろしいでしょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

≪委員長≫ 

 ほかはいかがでしょうか。 

 

≪委員≫ 

 １つ確認をさせてください。１番の（３）のア、イについて

は私立幼稚園と保育園だけが記載されています。幼児教育に携

わる形ですと、公立幼稚園も私立幼稚園も私立保育園も公立保

育園も全て入るほうがよいと思いました。 

 

≪委員≫ 

 公立幼稚園は支援員が配置されていますよね。これは多分、

発達障害などを持ったお子さんに対しては国や県からは支援が

あるのですが、伊勢崎市は財政的な支援はないのです。前橋市

や高崎市や太田市等では支援しているので、他市並みに支援し

ていただくと、人員確保ができるという意味だと思います。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 提言３については行政ができる支援ということですので、私

立に向けてのものと、公立幼稚園の役割という考え方です。 

 

≪委員≫ 

 この会議の趣旨からずれてしまうかもしれませんが、１番の

（１）のアですが、幼稚園及び保育園等の入園手続き及び相談

等に関する窓口の一元化ですが、希望とすると妊娠から小学校

までの一元化が望ましいと思います。 

 例えば母子手帳の発行から実施していただけると、子供に関

することの全てが１つの窓口になれば、母親もわかりやすく、

さらに１階にあればベビーカーを利用しても来やすいし、いい

のかなと思いますが、就学前及び保育に対する支援のことです

ので、このような書き方なのですが、できれば子供に関するこ

とは全て一元化することが保護者にとってはありがたいとは思

います。 
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≪委員長≫ 

 そのとおりだと思います。 

 

≪教育部総務課長≫ 

 ここではちょっと書きづらいということです。就学前教育・

保育となってしまうので、どうしてもこの形になってしまいま

す。 

 

≪委員長≫ 

 本来は一番望ましいことですので、行政に考えていただきた

いと思います。 

ほかにないようでしたら、５番のその他に入ります。 

 

――― その他 ――― 

≪教育部総務課長≫ 

 本日の御意見を反映させていただいた提言案をもう一度作成

し、皆様にお示しした上で、１月にパブリックコメントを実施

したいと思います。その結果を受けて、第６回目の会議を開き

たいと思います。 

開催時間につきましては先ほど御意見もございましたが、幼

稚園や保育園の都合など可能な限り配慮した中で、３月くらい

に開催できればと思いますので、その際は通知を発送いたしま

すので、出席方よろしくお願いいたします。 

 

午後３時５５分 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が司会からあった。 

 


